
合理的配慮等に関わる既存の仕組み（初等中等教育段階）

【構成員】
教育学、医学、心理学などの専
門家 等

【機能】
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中学校

市町村
教育委員会

○就学移行期に、教育委員会と連携し
本人・保護者に情報提供する
○教育的ニーズと必要な支援について
整理し、個別の教育支援計画の作成
について助言を行う
○市町村教育委員会による就学先決
定に際し、事前に総合的な判断のた
めの助言を行う
○就学先の学校に対して適切な情報
提供を行う
○就学後も、必要に応じ「学びの場」の
変更等について助言を行う
○「合理的配慮」について、提供の妥
当性や関係者間の意見が一致しない
場合の調整について助言を行う

都道府県
教育委員会

教育支援委員会

関係機関により構成される「障害者差別解消支援地域協議会」（差別解消法に基づき、置くことができる）

学校法人

法務部局等

私立学校

校内委員会

学校長

教頭

＜特別支援教育コーディネーター＞

連携・助言

連携

連携

連携

助言

【参考】
（就学先決定について意見が一致し
ない場合）
○本人・保護者の要望を受けた市
町村教育委員会からの依頼に基
づき、都道府県教育委員会による
市町村教育委員会に対する指導・
助言の一環として、都道府県教育
委員会の「教育支援委員会」に第
三者的な有識者を加えて活用する
ことも考えられる。
（中教審初等中等教育分科会報告
（平成24年７月））
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この他、行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局、地方法務局、人権擁護委員による人権相談等により対応

資料６



【参考】 基本方針及び障害者差別解消法に関する内閣府Q＆A

Ｑ１０．差別があった場合
の相談や紛争解決につい
て、この法律では、どのよ
うな仕組みが設けられて
いますか。

A. 障害のある方からの相談や紛争解決に関しては、既に、その内容に応じて、
例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局、地方法務局、人権擁
護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済といった、さまざまな制
度により対応しています。この法律では、新しい組織を設けることはせず、基本的
には、既にある機関などを活用し、その体制の整備を図ることにしています。

また、地域レベルで、既にある機関が、相談や紛争の防止・解決の取組を進め
るためのネットワークを構築するとの趣旨で、地域協議会を組織することができる
ことにしています。

Ⅰ．障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（抄）

（出典：内閣府ホームページ）http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html

Ⅱ．障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答＜国民向け＞

第５ その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項

１ 環境の整備
不特定多数の障害者を主な対象とする事前的改善措置（バリアフリー化、意思表示やコミュ
ニケーションを支援するための人的支援、情報アクセシビリティの向上等）について、個々の障
害者に対する合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努める。研修等のソフト
面も含まれることが重要である。

２ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備
新たな機関は設置せず、既存の機関等の活用・充実を図る。国・地方公共団体は、相談窓口
の明確化、相談や紛争解決などに対応する職員の業務の明確化・専門性の向上などを図るこ
とにより体制を整備する。


